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  本計画の表紙を飾るキャラクターは「ゴーヤン」といいます。 

ゴーヤンは、教育委員会で推進しているＥＳＤの一環として市立東愛
宕中学校で実施した「グリーンカーテンプロジェクト」（ゴーヤによ
る緑のカーテンの設置など）において、そのイメージキャラクターと
して平成２４年に誕生しました。ゴーヤンは、当時の同校美術部の生
徒が、それぞれ案を持ち寄って検討した中から決まりました。 

その後ゴーヤンは、多摩市ユネスコスクールのイメージキャラクタ
ーとして、ＥＳＤの取り組みの場で活躍しています。 

表紙イラストゴーヤン 
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は じ め に 

 

 人口減少や高齢化の進展、家族形態の多様化、AI 等の急速な技術革新、グローバル化、子どもの

貧困、地域格差など社会全体が大きく変化する予測困難な時代となっています。 

多摩市教育委員会は、そのような社会の中で、明確な理念と方針に基づき、教育を振興するため、

教育基本法第１７条に基づく基本的な計画として、多摩市教育振興プランを策定しています。この

計画に基づき、多摩市教育委員会は各年度に実施する事業・取り組みを策定し、その実施結果を点

検・評価することにより、教育施策を推進してきました。 

このたび、平成２７年３月に策定した「多摩市教育振興プラン（改訂版）－子どもたちの「生き

る力」を育む基本計画－」の５年間の計画期間が満了するにあたり、令和１２年以降の社会の変化

を見据えた教育行政を推進するための１０年間の教育目標・基本方針、今後５年間に取り組むべき

施策を定めた「第二次多摩市教育振興プラン－子どもたちの「生きる力」を育むとともに、豊かな

地域づくりに向けた基本計画－」を策定しました。現行計画に基づき推進してきた施策の成果やそ

の間に生じた教育をめぐる状況変化、社会状況、本市で進めている健幸まちづくりを踏まえて、多

摩市教育委員会が教育の振興に取り組むにあたっての理念と方針、それの実現に向けて総合的かつ

計画的に実行するための具体的指針などをまとめたものです。 

これからを担う子どもたちに必要とされる「生きる力」は、「確かな学力」、「豊かな心」、「健やか

な体」のバランスの取れた育成の結果育まれます。さらに、本市が重点的に取り組んでいる ESD

（持続可能な開発のための教育）を充実・発展させ、子どもたちを地域とともに育むことで、持続

可能な社会の創り手として求められる能力と態度が育まれるものと考えています。特に ESD につ

いては、２０３０年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標 SDGｓ（持続可能な開発目

標）を踏まえた取り組みとする考えです。 

多摩市教育委員会は、すべての市民の学びを支えるために、学校教育と社会教育の充実及び連携

を進めます。そして子どもたちが生きる力を育み、持続可能な社会の創り手となる資質を身に付け

られるよう、また、大人が学び続けることにより豊かな地域づくりの実現につながるよう、本計画

の着実な推進を通して、教育環境や教育条件を改善し、多摩市の教育の振興を進めます。 

 

 

令和２年３月       
多 摩 市 教 育 委 員 会 
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1 計画策定の経緯 

 

 平成１８年１２月に教育基本法が改正され、地方自治体に教育の振興のための基本施策である

「教育振興基本計画」の策定が努力義務として規定されました。これに伴い、国・東京都の教育振

興基本計画や多摩市の総合計画などを踏まえ、平成２２年 3 月に１０年後を見通した教育改革に

おける方向性と取り組む指標を明らかにし、今後 5 年間に取り組む施策を定めた「多摩市教育振興

プラン」を策定しました。 

 平成２７年には、これまで推進してきた施策の成果や課題、その間の教育環境の変化などを踏ま

え、平成２７年から５年間に取り組む施策を定めた「多摩市教育振興プラン（改訂版）」を策定し、

様々な教育施策に取り組んできました。 

 これまでの「多摩市教育振興プラン（改訂版）」の計画期間が令和２年３月までであるため、令和

２年４月からの新たな計画を策定しました。 

 

2 第二次多摩市教育振興プランの位置づけ 

 

本計画は、教育基本法第１７条第２項に基づく「地方公共団体における教育振興のための施策に

関する基本的な計画」として位置づけるものであり、多摩市「第五次多摩市総合計画第３期基本計

画」及び「多摩市における教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱」を尊重し、整

合を図るとともに、多摩市の教育に関連する他の計画との整合を図りながら、多摩市における教育

の振興のための施策に関する基本計画と位置づけ、本計画により教育の振興を図ります。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多摩市における教育、学術及び文化の振興に関する総合的な大綱 
☆人と学びを未来につなぐまちづくり 

☆豊かな心を育む、学びと文化、交流のまちづくり 

第五次多摩市総合計画 
（多摩市のまちづくりに関する総合計画） 

【目指すまちの姿】のうち、教育行政と関係が深いもの 

子育て・子育ちをみんなで支え、子どもたちの明るい声がひびくまち 

みんなで楽しみながら地域づくりを進めるまち 

豊かな心を育む、学びと文化、交

流のまちづくり など 
人と学びを未来につなぐまちづ

くり など 

子どもを育てることがうれしい

と思えるまちづくり など 

 

 
 

全ての世代の 
学習に関する計画 

 
 

子どもたちの「生きる力」の育成と 
豊かな地域づくりに向けた学びの計画 

 
 

子どもたちの 
健全育成に関する計画 

子どもたちの育成を中心とした計画 教育や学習を中心とした計画 

部 門 ご と の 個 別 計 画 

第二次多摩市教育振興プランの位置づけ 
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３  計画の期間 

 

令和２年度（２０２０年度）から、令和１２年（２０３０年）以降の社会の変化を見据えた教育

行政を推進するための１０年間の教育目標・基本方針、令和２年度から令和６年度までの５年間に

取り組むべき施策を示す計画とする。 

 

４  策定の視点 

 

 多摩市教育振興プラン（改訂版）のこれまでの取り組み、国や都の計画、新学習指導要領、第五

次多摩市総合計画第３期基本計画や社会状況（人口減少・高齢化の進展、急速な技術革新（Ｉｏｔ

*1、ビッグデータ、ＡＩ*2 等）、グローバル化、子どもの貧困、地域格差など）や、教育をめぐる状

況変化（不登校・いじめ・引きこもり、教員の負担の増大など）などを踏まえ、子どもたちの「生

きる力」を育むとともに、豊かな地域づくりに向けた、教育目標・基本方針・基本施策を策定しま

した。 

 

５  第二次多摩市教育振興プランの推進のために 

 

 本計画において定めた施策を推進するにあたっては、別途毎年度計画的・体系的に取り組みを定

め、実施の次年度に評価を行います。その評価を踏まえて取り組みを見直していく PDCA サイク

ル*3 に則した進行管理を図ります。 

 また、市民や学校の意見等の情報収集を的確に行い、取り組みに反映させます。加えて、急激に

変化する社会状況のなかで教育委員会が対応すべき課題を的確にとらえ、国や東京都の動向も踏ま

えながら、教育施策を推進していきます。 

 

 

  

*1Ｉｏｔ：Internet of Things の略でモノのインターネットと訳され、従来インターネットに接続され
ていなかった様々なもの（センサー機器、駆動装置、建物、車、電子機器など）が、ネットワークを
通じてサーバーやクラウドサービスに接続され、相互に情報を交換するしくみのこと。 

*2ＡＩ：Artificial Intelligence の略で人工知能のこと。 

*3ＰＤＣＡサイクル：Plan-Do-Check-Action（計画-実行-評価-改善）のプロセスを繰り返すことによ

り、事業活動を常に向上させていこうとするマネジメント手法のこと。 
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第１章                                   

 

 多摩市教育委員会の目標と方針  
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１ 教育目標 

 

（１）子どもたちの生きる力の育成 

 

多摩市教育委員会は、すべての子どもたちが知性、感性、徳性を高め、心身ともに健やかな市民とし

て成長し、生きる力が育まれることを願い、以下に掲げる教育を推進します。 

 

○ 自ら意欲的に学び、考え、表現し、行動する力をもち、個性と創造力豊かな人間を育成します。 

○ 互いの人格と多様性を尊重し、思いやりと規範意識をもって他者と協働し、地域や国際社会に貢

献しようとする社会性豊かな人間を育成します。 

○ 心身ともに健やかで、健康的な生活習慣を重んじる人間を育成します。 

 

 

（２）学校・家庭・地域の連携・協働の拡充 

 

多摩市教育委員会は、教育における学校・家庭・地域の連携と協働を不可欠なものと考えます。 

教育は、学校・家庭・地域それぞれが教育の責任を果たし、連携・協働して行われるべきものである

との認識に立ち、子どもから大人まですべての市民がそれぞれの立場から多様な活動に参加し、互いに

「つながる」ことによって総合的な教育力の向上を目指します。 

 

 

（３）豊かな地域づくりに向けた学びの支援 

 

多摩市教育委員会は、すべての市民が地域の課題や個々の課題の解決に向け、必要な学びを支えると

ともに、豊かな教養を培い、自己実現を図り、心身の健康を保持・増進するための取り組みを支援しま

す。一人ひとりが様々な活動の場へ主体的・積極的に参加し、学び合い育ち合いを通じて支え合うこと

ができる豊かな地域社会を創造するために、以下に示す社会教育の充実及び家庭教育の支援に努めます。 

 

○ 学校・家庭・地域と連携・協働した青少年の健全育成及びキャリア教育を支援・充実します。 

○ 社会教育に係る事業の充実及び施設の機能の向上を図ります。 

〇 市の歴史を次代に引き継ぎ、地域への誇りや愛着心を醸成するため、文化財・歴史資料の収集・

保存・活用を推進します。 

○ 安心して子育てができるよう、社会教育に関する情報提供や子育てに関する学習機会の場を提供

し、家庭教育を支援します。 
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２ 基本方針 

 

（１） 「豊かな個性」と「創造力」の伸長  

 

情報技術の急速な発展や国際化の進展など、新たな時代潮流が進んでいます。そのような社会環

境の変化に対応できるよう、子どもたち一人ひとりの思考力、判断力、表現力などの資質・能力を

育成し、主体的・創造的に生き抜いていく実践力が必要です。 

このため、基礎的な学力の向上を土台として、自ら考え行動する態度を育成することが大切です。

子どもたちの個性を尊重した教育を充実させ、創造力と想像力を伸ばすとともに、国際社会に生き

る地球市民としてのコミュニケーション能力や行動力及び社会性を養うことを目的とした特色あ

る学校づくりを奨励します。 

 

（２） 「人権尊重の精神」と「社会貢献の意欲」の育成 

 

人権尊重の理念を正しく理解し、認識を深めるとともに、他者を認め、思いやる心を持ち、社会

生活の基本的ルールを身に付け、地域や国際社会に貢献しようとする意欲を高められるようになる

ことは、すべての市民にとって大切です。 

このため、特に市民の一員である子どもたちに対する人権教育及び心の教育の充実を図り、権利

と義務、自由と責任についての認識を深めることが重要です。 

互いの違いを認め合い、尊重し合える環境を守り、個性や主体性を尊重しつつ、公共心を持ち、

真に自立した個人を育て、誰もがいきいきと活躍できる共生社会の形成に資する教育を推進します。 

 

（３） 「健やかな体」の育成と「健康教育」の推進 

  

子どもたちの心身の調和のとれた発育・発達を図り、健やかな体をつくることは、「知」「徳」「体」

のバランスの取れた人間を育成する上での基盤となります。 

 このため、一人ひとりが望ましい生活習慣を身に付けるとともに主体的に運動に取り組み、健康

や体力を保持増進していくための基礎的な能力や態度を養い、健康で充実した生活を送るための力

を育む教育を推進します。 

 

（４） 「ＥＳＤ」の充実と発展 

 

 持続可能な社会の構築を目指し、身近にある環境や社会的な課題について多面的に考え、解決を

図っていくことができる人材や、地域の文化を理解し、未来に継承発展させていくことができる人

材を育成していくことが必要です。 

 このため、多摩市の豊かな自然環境を生かした体験活動の機会を提供するとともに、防災教育や

環境教育、国際理解教育、食育、キャリア教育等を通して持続可能な社会づくりに必要とされる能
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力と態度を地域とともに育み、持続可能な社会の創り手を育成します。 

 また、ＥＳＤ*4 の充実・発展に向けては、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ*5）との関連を図って

取り組んでいきます。 

 

（５） 地域とともに子どもたちを育む取り組みの推進  

 

多摩市の特色を踏まえた教育行政を力強く展開し、学校と地域の人々が目標を共有し、一体とな

って子どもたちを育んでいくため、学校・家庭・地域との連携・協働の仕組みづくりを進めること

が必要です。 

このため、校長のリーダーシップのもと、社会に開かれた教育課程*6 を実践するとともに、市民

との協働により地域とともにある学校として、充実した学校運営体制を確立し、教職員が専門性を

発揮し、市民や保護者に信頼される魅力ある学校づくりを支援します。 

 

（６） 「社会教育」と「家庭教育」の充実 

 

人口減少や少子高齢化、家族形態の多様化が進む中で、子どもたちの健やかな成長を社会全体で

支えるとともに、豊かな地域としていくためには、市民一人ひとりが学習と実践を通じてつながり、

地域課題を共有し、解決を図り、活力あるより良い地域社会を築いていくことが必要です。 

このため、公民館、図書館などによる学びや交流の機会を充実し、多様な活動を通して自己実現

と社会参画を図れるよう支援します。 

また、文化財の保護、継承、活用を通じ、地域への誇りや愛着心が醸成されるよう、社会教育活

動や生涯学習活動を支援します。 

さらに、家庭、地域の教育力の向上を目指して、子ども理解につながる研修等を充実させるとと

もに、学校や地域との連携が図れるよう支援します。 

この他、子育て中の親が地域から孤立せずに、地域との一体感の中で自分の成長を実感し、子育

てを楽しみ、自信を持てるよう、教育センターや発達支援室、地域子育て支援拠点、子育て総合セ

ンター及び健康センターなど、関係する相談機関の連携を推進し、家庭における教育力の向上を支

援します。 

 

 

 

 

 

*4ＥＳＤ：Education for Sustainable Development の略で「持続可能な開発のための教育」を示す用
語。持続可能な社会の担い手を育むため、地球規模の課題を自分のこととして捉え、その解決に向けて自
分で考え行動する力を身に付ける教育のこと。 

*5ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals の略で「持続可能な開発目標」を示す用語。国連加盟国
193 カ国が 2016 年から 2030 年の 15 年間で達成するために掲げた国際目標。持続可能な世界を実現
するための１７のゴールと 169 のターゲット、これらの目標達成に向けた進捗状況を図るインジケータ
ーで構成されるもの。 

*6 教育課程：学校教育の目的や目標を達成するために、教育の内容を子どもの心身の発達に応じ、授業時数
との関連において総合的に組織した学校の教育計画のこと。 
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第２章                                   

 

 第二次多摩市教育振興プランにおいて取り組む  

 基本施策  
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第二次多摩市教育振興プランにおける施策の方向性 

 

多摩市教育委員会では、第１章で掲げた教育目標の達成のために、第二次多摩市教育振興プラン

においては、これまで取り組んできた多摩市教育振興プラン（改訂版）における施策の方向性を基

に、現在の社会状況や教育課題に応じた施策を推進すべきと考えています。さらに、新たに生じた

課題、本市で取り組んでいる健幸まちづくり*7の施策、国や東京都の計画における施策の方向性も

参酌しながら、今後５年間で取り組む基本施策を定めます。 

少子高齢化やグローバル化の進展、さらにＡＩ（人工知能）の進化などによる技術革新の一層の

進展等、社会全体が大きく変化する予測困難な時代となっています。 

変化の激しいこれからの社会を生きる子どもたちが、社会で生き抜くために必要となる「生きる

力」を育むために、これを支える「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の育成を引き続き推

進します。また、子どもたちの「生きる力」を育むために、学校・家庭・地域が連携・協働した取

り組みの推進がさらに必要となってきます。教育委員会では、学校・家庭・地域の連携・協働を推

進し「子どもたちの学びを支える環境づくり」の充実を図ります。 

併せて、人口減少や少子高齢化、家族形態の多様化が進むなど社会を取り巻く環境が急速に変化

する中で、自らが地域や生活の課題に気づき、互いに学び合う中で解決につなげていくことができ

るような環境や学びの機会の創出のために、「社会教育」と「家庭教育支援」の充実も図っていきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

*7 健幸まちづくり：身体面での健康だけでなく、それぞれに生きがいを感じ、安全・安心に暮らすことがで
き、子育て中であっても、障害があっても、子どもから高齢者まで、だれもが幸せを実感できるまちをめ
ざして、多摩市が進める取り組み。 
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【基 本 方 針】 

１ 「豊かな個性」と「創造力」の伸長 

２ 「人権尊重の精神」と「社会貢献の意欲」の育成 

３ 「健やかな体」の育成と「健康教育」の推進 

４ 「ＥＳＤ」の充実と発展 

５ 地域とともに子どもたちを育む取り組みの推進 

６ 「社会教育」と「家庭教育」の充実 

【基 本 施 策】 

基本方針に沿った教育目標の達成を目指すために、右ページに掲げる基本施策に基づく取り組みを推

進します。 

子どもたちの 

生きる力の 

育成 

学校・家庭・ 

地域の連携 

協働の拡充 

豊かな地域 

づくりに向けた 

学びの支援 

【教 育 目 標】 
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１ 「確かな学力」を育む教育の推進 

２ 「豊かな心」を育む教育の推進 

３ 「健やかな体」を育む教育の推進 

４ 児童・生徒の学びを支える環境づ

くり 

５ 「社会教育」と「家庭教育支援」

の充実 

⑴ 学力の定着・伸長を促す学習指導の充実 

⑵ ＥＳＤの充実・発展 
⑶ 防災教育の推進 
⑷ 英語教育の推進 
⑸ 情報教育の推進 

⑹ 学校図書館の充実 
⑺ 教員の資質・能力の向上 
⑻ 地域の力を生かした学習支援の推進 

⑴ 人権教育及び人権尊重の理念の啓発 
⑵ いじめの未然防止と早期発見・早期対応に向けた取り組みの推進 
⑶ キャリア教育の推進 
⑷ 道徳教育の推進 
⑸ 社会教育との連携と多様な体験活動の推進 
⑹ 不登校等の児童・生徒への支援 

⑴ 健康教育の充実 
⑵ 食育の推進 
⑶ 安全・安心な美味しい学校給食の提供 
⑷ 体力向上に向けた取り組みの推進・充実 
⑸ 持続可能な部活動の環境整備 
⑹ 子どもの体づくりのための家庭教育の啓発 
⑺ 子どもの育成に資する地域活動の支援 
 

⑴ コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動の導入による地域

とともにある学校運営の推進 
⑵ 学校を支援する人材の発掘と育成 
⑶ 教育委員会からの積極的な情報発信と意見交換の場づくり 
⑷ 教育相談の充実 
⑸ 地域における安全・安心な環境づくり 
⑹ 家庭の状況を踏まえた経済的な支援 
⑺ 児童・生徒一人ひとりの状況に応じた支援の充実 
⑻ ＩＣＴ活用のための環境整備 
⑼ 学校施設・設備の安全・安心な環境づくり 
⑽ 児童・生徒への適切な学習環境の整備 
⑾ 学校における働き方改革の推進 

⑴ 社会教育の振興 
⑵ 家庭教育や子どもの理解に関する学習機会の充実 
⑶ 誰もが学べる学習環境の整備・充実 
⑷ 文化・歴史学習の充実 
⑸ 地域活動の支援 
 

【基 本 施 策】 
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１ 「確かな学力」を育む教育の推進  

 

子どもたちの生きる力を支える「確かな学力」は、知識・技能に加え、自分で課題を見つけ、自ら学

び、自ら考え、主体的に判断し、行動することにより問題を解決する資質や能力などのことです。 

多摩市教育委員会においては、児童・生徒一人ひとりに、基礎的な知識・技能を確実に身に付けさせ

るとともに、どのように社会が変化しても、自ら主体的に課題を解決するために必要な思考力、判断力、

表現力等の育成を図り、学びに向かう力、人間性を高め、義務教育終了までに、すべての児童・生徒に、

主体的・創造的に生き抜く力を養成します。 

 

取り組みの指標 

   

児童・生徒が、どのように社会が変化しても主体的・創造的に生き抜くために必要となる、思考

力・判断力・表現力等を身に付け、自ら進んで課題の解決に取り組む児童・生徒の割合を増加させ

ます。 

「小学校５年生まで〔中学校１・２年生のとき〕に受けた授業では、課題の解決に向けて、自分で考

え、自分から取り組んでいたと思いますか」に「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と回

答している割合 

 Ｈ２９ Ｈ３０ 目標値 

小学校６年 
調査項目なし 

78.7％ ⇒ 100％に 

近づける 中学校３年 71.2％ ⇒ 

（文部科学省 全国学力・学習状況調査の多摩市結果より） 

 

  「持続可能な社会の創り手」として求められる能力と態度を育成するＥＳＤを通じて、地域や社会

をよくするために何ができるかを考える児童・生徒の割合を増加させます。 

「地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがありますか」に「当てはまる」「どちら

かといえば当てはまる」と回答している割合 

 Ｈ２９ Ｈ３０ 目標値 

小学校６年 55.3％ 55.3％ ⇒ 100％に 

近づける 中学校３年 40.2％ 40.2％ ⇒ 

（文部科学省 全国学力・学習状況調査の多摩市結果より） 

 

（１） 学力の定着・伸長を促す学習指導の充実 

 

多摩市のすべての児童・生徒に確かな学力を確実に定着させ、一人ひとりの伸長を促す学習活動

の推進を図ります。 

「全国学力・学習状況調査」や「東京都児童・生徒の学力向上を図るための調査」などを分析し、

各校で授業改善を推進し、児童・生徒に分かりやすい工夫された授業を目指します。  
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また、これからの時代に求められる資質・能力を身につけていくために、「主体的・対話的で深い

学び」の視点から授業改善に取り組みます。 

確かな学力の定着及び伸長を目指し、日々の授業において「ねらいの明確化」と「振り返りの確

実な実施」を継続します。また、学級経営の安定と家庭学習の充実に向けた理解・啓発、並びに、

学習習慣の確立に向けた学校と家庭の連携推進に取り組みます。 

多様な子どもたちの将来の自立と社会参画・社会貢献に向け、きめ細かな指導・支援のあり方に

ついて検討を進めます。 

 

（２） ＥＳＤの充実・発展 

 

 主体的・対話的で深い学びを促進するため、ＥＳＤの視点を明らかにした教科等横断的な学習を

充実するとともに、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を踏まえた教育活動を展開します。 

これにより、持続可能な社会の創り手として求められる能力と態度を育成します。特に習得した

基礎的な知識・技能を活用して、主体的に課題を追究する探究的な学習を地域住民や支援団体、市

内の大学や企業のほか、行政との連携・協力の下に積み重ねることで、多面的・総合的に考える力、

批判的思考力、コミュニケーション力など、国際社会で生きるために必要な資質、能力を高めてい

きます。 

また、全ての小・中学校がユネスコスクール*8 であることを生かしながら、国内外の学校との交

流、外部人材や地域のネットワークを活用した ESD を展開します。  

 

（３） 防災教育の推進 

 

 台風による大雨や強風、地震など近年の自然災害の発生状況を踏まえ、児童・生徒が「自助」「共

助」の精神に基づき、災害時に自分自身や身近な人を助け、被災時に家族や地域の方と助け合い、

適切に行動できるよう、家庭や地域と一層の連携を図った防災教育を推進します。 

 

（４） 英語教育の推進 

 

 児童・生徒がグローバル社会でたくましく生き抜いていけるように

するためには、英語力を身に着け、積極的にコミュニケーションを図

ろうとする態度や、多様な価値観を理解し、地球規模で物事を考え、

行動する力の育成が必要です。 

 英語で「話す力」と主体的に学ぶ意欲の向上を図り、主に英語力（コ

ミュニケーション力）を高め、グローバル人材の育成に取り組みます。 

 

（５） 情報教育の推進 

 

児童・生徒がパソコンやインターネットなどの機器やサービス、情報を適切に選択・活用し、情

タブレットを活用した外国人講師

とのオンライン英会話授業 
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報社会での行動に責任をもつことができるよう、情報モラル教育を推進するともに、保護者・地域

への理解・啓発を進めます。 

また、教科等横断的な学習により、学習の基盤となる情報活用能力の育成を図ります。 

 

（６） 学校図書館の充実 

 

市立図書館から学校図書館への支援及び連携強化を図るとともに、学校図書館司書の活用により、

学校における児童・生徒の読書環境の向上を図ります。児童・生徒が主体的・対話的で深い学びを

効果的に進められる環境づくりに向け、学校図書館のセンター機能（読書、学習、情報）の向上を

目指します。 

 

（７） 教員の資質・能力の向上  

 

教員一人ひとりの職層に応じた研修を実施し、指導力を高めるとと

もに、ＥＳＤやいじめ問題への対応、英語教育、特別支援教育など教育

課題に対応した知識を習得させ、それを活用できる指導力を高めます。 

また、体罰などの教員の服務事故を根絶するために、校内外の研修

を通じて指導の徹底を図ります。 

 

（８） 地域の力を生かした学習支援の推進 

 

子どもたちが学習に対する興味や関心を高め、確かな学力を身に付けられるよう、保護者、地域

の人たちや企業、大学による子どもたちの学習の補助や、基礎学力の定着及び学習習慣の確立に向

けた授業時間以外での補習（地域未来塾*9）、様々な体験活動の機会を提供するなど各学校の取り

組みを支援します。 

そのため、各学校に地域学校協働活動推進員*10（従前の教育連携コーディネーター*11）を、ま

た、統括的な役割である地域教育力支援コーディネーター*12 を引き続き教育委員会に配置し、多

様な学習支援を行えるよう、取り組みます。 

*8 ユネスコスクール：ユネスコ憲章に示された理想を実現するための、平和や国際的な連携を実施する学校の
こと。世界 18２か国の学校が加盟（令和元年 11 月現在）し、世界中の学校との交流を通して、地球規模
の諸問題に若者が対処できるような新しい教育内容や手法の開発、発展を目指す。特に日本ではＥＳＤの推
進拠点として位置づけられている。 

*9 地域未来塾：児童・生徒の基礎学力の定着と学習習慣の確立を目指し、地域の方・大学生・元教員に「学習
支援員」として協力してもらいながら、授業時間以外で補習学習を行う取り組みのこと。平成 30 年度から
市立小・中学校全校で実施。 

*10 地域学校協働活動推進員：学校・家庭・地域が連携・協働し、地域の特色を生かして、子どもの成長を育
む体制を整えることを目的に活動し、学校と地域学校協働活動ボランティアとの間に立ち、相互の適切な
連携関係を作り、総合的な連絡・調整を行う役割を担う人材。 

*11 教育連携コーディネーター：多摩市において、学校の要望を受け、講師やボランティアの協力を募るなど
で学校と地域をつなぎ、子どもたちの教育をサポートする人材。 

*12 地域教育力支援コーディネーター：市公立小中学校の課題や要望に対して、地域の人材や NPO、大学、企
業等との連携を図りながら支援策の手法を検討し、学校内や地域学校協働活動推進員（教育連携コーディ
ネーター）への支援強化を行うために、多摩市教育委員会に配置している専門スタッフ。 

小学校教員へ外国語教科に対応す

るための外国人による教員研修 
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コラム 

ＥＳＤの充実・発展 ～「2050 年の大人づくり」に向けたセカンドステージへ～ 
 

多摩市教育委員会では、平成 21 年（2009 年）から「2050 年の大人づくり」をスローガンに、ＥＳ

Ｄ（Education for Sustainable Development 持続可能な開発のための教育）を推進し、令和元年

（2019 年）で 10 年目を迎えました。 
 これまで、市内小・中学校では、全校がＥＳＤの推進拠点

である「ユネスコスクール」として、環境教育をはじめとす

る様々な視点から、ＥＳＤに取り組んできました。例えば、

地球温暖化の防止に向けた市内全校で取り組むゴーヤのカ

ーテンづくりや、太陽光などを利用した再生可能なエネルギ

ーづくり、緑豊かな学校林を保全する取り組みなど、特色の

ある活動を展開してきました。 
 これらのＥＳＤの活動に子どもたちが主体的に取り組み、

環境問題などの地球規模の課題を自らの問題として捉え、未

来に向けてよりよい環境や社会をつくることに身近なとこ

ろから取り組む（Think globally, Act locally）ようになった

ことは成果と言えます。一方で、子どもたちが地域や社会の

活動に参画する意識の醸成には課題が見られ、今後は子ども

たちのＥＳＤを通じた学びを地域や社会につなぎ、広めてい

くことが必要です。 
 こうした課題の解決に向け、教育委員会では、令和２年

（2020 年）から始まる次なるＥＳＤの 10 年を見据え、以下

の３つの方策を中心に「2050 年の大人づくり」に向けたＥＳ

Ｄの充実・発展に取り組んでいきます。 
 
１ 小中連携したＥＳＤの推進 

  子どもたちの実態を踏まえ、各中学校区においてＥＳＤを通じて育成する資質・能力を設定し、

小学校の学びを中学校へつなげていきます。 
 
２ ＳＤＧｓを踏まえたＥＳＤの推進 

  2030 年までに持続可能でよりよい世界を

目指す国際目標  ＳＤＧｓ（Sustainable 
Development Goals）を踏まえた教育活動

や、ＥＳＤの視点を明らかにした教科等横断

的な学習を推進します。 
 
３ 「多摩市子どもみらい会議」の充実 

  平成 27 年（2015 年）から開催してきた、

子どもたちによるＥＳＤの実践発表の場である「多摩市子どもみらい会議」において、参加した子

どもも大人もみんなで、その実践の在り方を共有し、ＥＳＤの学びを実生活や社会の変容へつなげ

ていきます。 
 

グリーンカーテンプロジェクト 

再生可能エネルギー（ソーラーパネル） 
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２ 「豊かな心」を育む教育の推進 
 

 

 

生きる力を支える「豊かな心」は、美しいものや自然に感動する心などの柔らかな感性、正義感

や公正さを重んじる心、生命を大切にし、人権を尊重する心などの基本的な倫理観、他者を認め、

思いやる心や社会貢献の精神、自立心、自己抑制力、責任感、他者との共生や異なるものへの寛容

などの感性及び道徳的価値を大切にする心であると考えます。 

加速度的に変化する社会において、人と協調しつつ自立的に社会生活を営むために必要とされる

実践的な力が生きる力であり、豊かな心は生きる力を支える重要な要素です。豊かな心の育成には、

様々な年代・立場の人と交流するとともに、多くの体験・経験を積むことが必要です。   

多摩市教育委員会は、次代を担う子ども自らが学ぶ意欲をもち、未来への夢や目標をもち、自ら

を律しつつ、自己の責任を果たし、自分の利益だけでなく社会や公共のために何ができるかを大切

に考える豊かな心の育成を推進します。 

 

取り組みの指標 

～自己有用感の育成と感性の向上～ 

 

成功体験を積み重ねることなどを通じて、子どもたちの自尊意識や自己肯定感を育み、自分に自

信をもてる児童・生徒の割合を増加させます。 

「自分には良いところがある」「どちらかといえばある」と回答している割合 

 Ｈ２９ Ｈ３０ 目標値 

小学校６年 77.5％ 85.9％ ⇒ 100％に 

近づける 中学校３年 70.0％ 76.5％ ⇒ 

（文部科学省 全国学力・学習状況調査の多摩市結果より） 

 

  人権教育や道徳教育を推進し、いじめはどんな理由があってもいけないことだとする児童・生徒の

割合を増加させます。 

「どんな理由があっても「いじめはいけない」と回答している割合 

 Ｈ２９ Ｈ３０ 目標値 

小学校６年 80.0％ 86.6％ ⇒ 100％に 

近づける 中学校３年 68.5％ 79.2％ ⇒ 

（文部科学省 全国学力・学習状況調査の多摩市結果より） 

 

 

（１） 人権教育及び人権尊重の理念の啓発 

 

学校の教育活動を通じて、児童・生徒が人権や人権擁護に関する理解を深め、人権がもつ価値や

重要性を受け止める人権感覚を養うとともに、自分の人権を大切にし、他者の人権を擁護しようと

する意識や態度を保護者や地域とともに考え育成します。併せて、人との関わり方を学び、他者の
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気持ちを想像する力や規範意識を育むための教育を推進します。また、性的マイノリティや外国人

の人権等、新たな人権課題について関係部署と協力しながら理解を深めるための研修を充実します。 

携帯電話やスマートフォンの普及や端末機能の急速な発展によるＳＮＳ*13 などのインターネッ

トにまつわるトラブルなどについて、関係機関との連携の下に未然防止や早期解決のための取り組

みを推進します。 

 

（２） いじめの未然防止と早期発見・早期対応に向けた取り組みの推進 

 

いじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育を受ける権利を侵害し、その成長に重大な影響を与

え、生命・身体に危険を生じさせるおそれがあるものとの認識に立ち、「多摩市いじめ防止対策推進

条例」や「学校いじめ防止基本方針」に基づき、関係機関と連携しながらいじめの未然防止、早期

発見、早期対応を行い、いじめの重大事態につながらないよう努めます。 

各学校においても「学校いじめ基本方針」に基づく取り組みの徹底や、「学校いじめ防止委員会」

の機能の強化を図ることにより、いじめ防止などに向けた組織的な取り組み及び地域や保護者と連

携した対応を推進します。 

 

（３） キャリア教育の推進 

 

中学校の職場体験の充実や学校外の人材の活用促進など、児童・生徒の体験活動の機会を積極的

に設け、日常の授業の中では行うことが難しい体験活動や地域との交流を通じて様々な価値観に触

れることにより、社会性を育むよう努めます。 

 

（４） 道徳教育の推進 

 

自己を見つめ、よりよい生き方について考え、議論する道徳科の授業を要として、児童・生徒に

道徳性を養います。また、道徳授業地区公開講座を通じて、保護者・地域と連携した心を育てる教

育を推進します。 

 

（５） 社会教育との連携と多様な体験活動の推進 

 

 図書館や公民館などの社会教育施設のほか、児童館など地域の公共施設や商業施設などで、子ど

もの育成に資する講座や事業を実施し、親子や様々な世代との交流、体験型の学習などを通した取

り組みを実施します。 

また、話す、聞く、読む、書くなど、豊かな言語表現活動や様々な情報にふれることを通して、

子どもの感性を磨き、創造力を豊かにする施策を推進します。特に、本にふれることによって豊か

な心を育むため、「第三次多摩市子どもの読書活動推進計画」に基づく施策を展開することで、読書

活動を推進します。 

さらに、自然の中での活動や多様な文化や芸術を実際に体験できる機会を提供することにより、
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子どもの豊かな心を育成します。 

 その他、子どもたちが郷土の歴史や文化財を見たり触れたりしながら学ぶ場や機会を充実させる

ことにより、子どもたちの地域への関心、愛着を高めることを目指します。 

 

 

（６） 不登校等の児童・生徒への支援 

 

学校における対応力を向上させるために、不登校対策の行動計画の策定を目指します。また、不

登校やその傾向のある児童・生徒には適応教室*14 などの活用を促進し、一人ひとりの状況や能力

に応じた適切な支援により、社会的な自立につなげることを目指します。 

さらに、適応教室に通うことができない不登校児童・生徒に対して、遠隔教育等による学習の機

会が提供できるような仕組みづくりを推進します。 

そして、様々な課題を抱えている児童・生徒及びその家族に対し効果的な支援を行うため、教育

相談体制を充実し、学校、スクールカウンセラー*15、スクールソーシャルワーカー*16、関係機関

等と多角的なアセスメントに基づいた支援を行い、個々の状況に応じた必要な支援や解決に取り組

みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*13ＳＮＳ：Social Networking Service の略で Web サイト上で登録した利用者同士が交流できる仕組
み。多くのＳＮＳでは、個人のプロフィールや日記を書き込む機能やメッセージを送る機能があるほ
か、特定の仲間の間だけで情報をやり取りできるグループ機能などがある。 

*14 適応教室：何らかの理由により学校にいけない児童・生徒を対象に、学校や家庭、相談機関等と連携
し、個別指導や集団活動を通して児童・生徒の自己肯定感を高め、豊かに生きるための基礎的な力を
育むことを目的に設置する教室。 

*15 スクールカウンセラー：いじめ、不登校、問題行動の背景となっている児童・生徒の不安や悩みへのカ
ウンセリング、子育てに関する保護者への助言・援助、学校における相談体制を充実させるための教
職員への助言・援助など児童・生徒の心の問題に関して深く、広範囲な活動を職務として学校に派遣
される専門職。 

*16 スクールソーシャルワーカー：いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待などの生活指導上の課題に対応す
るため、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識や技術を用いて、児童・生徒が
置かれた様々な環境に働きかけたり、学校、家庭、関係機関等とのネットワーク活用して、問題を抱
える児童・生徒に支援を行なったりする専門職。 

中学生の職場体験学習（スーパーや個人商店などで実施） 
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３ 「健やかな体」を育む教育の推進 
 

 

 

生きる力を支える「健やかな体」は、たくましく生きるための健康や活動の源であり、意欲・気

力といった精神面の基盤でもあります。 

子どもたちが、生涯にわたって健康・安全に生きていくために必要な身体能力、知識などを身に

つけることは、心身の健やかな発育・発達にとって非常に大切です。 

多摩市教育委員会は、「健康教育」や「食育」の視点から学校・家庭・地域と連携を図りながら、

子どもたちの健やかな体の育成を推進します。 

 

取り組みの指標 

～健やかな生活環境と体そだて～ 

 

生活習慣の健全育成や健康に関する教育、食育などを通して毎日朝食を必ず食べる児童・生徒の

割合を増加させます。 

朝食を毎朝「食べている」「どちらかというと食べている」と回答している割合 

 Ｈ２９ Ｈ３０ 目標値 

小学校６年 95.8％ 94.6％ ⇒ 100％に 

近づける 中学校３年 93.6％ 93.2％ ⇒ 

（文部科学省 全国学力・学習状況調査の多摩市結果より） 

 

体育指導や運動の習慣づけなどにより、児童・生徒の体力・運動能力を全国平均程度に向上させ

ます。 

全国平均を 100％とした場合の多摩市の児童（小５）・生徒（中２）の体力・運動能力の程度 

 Ｈ２９ Ｈ３０ 目標値 

小学校６年 101.2％ 86.6％ ⇒ 100％に 

近づける 中学校３年 100.1％ 79.2％ ⇒ 

（文部科学省 全国学力・学習状況調査の多摩市結果より） 

 

 

（１） 健康教育の充実 

 

健康の保持増進のため、医療機関などと連携し、児童・生徒の健康状態を把握し、必要な指導を

行うとともに健康に対する意識の啓発を行います。    

また、性教育やがん教育など新たに学習指導要領（平成２９年度告示）に示された課題に対する

指導の充実を図ります。 

さらに、児童・生徒の健康な体づくりを阻害する薬物乱用や受動喫煙などを防止するための取り

組みを推進します。 
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その他、家庭と連携した児童・生徒の健康づくりを推進するため、広報紙などを通じた情報発信

を行います。 

 

（２） 食育の推進 

 

児童・生徒が健康で健全な食生活が実現できるよう、各学校において食育の全体計画に基づき、

栄養教諭や栄養士と連携しつつ、学校給食などを題材とした食に関する指導の充実を図ります。 

また、学校給食や食に関する広報物を定期的に作成し、情報発信することにより、食育の重要性

について家庭や地域に対して啓発を行います。 

 

（３） 安全・安心な美味しい学校給食の提供 

 

食物アレルギーのある児童・生徒について、学校と保護者、学校給食センターが情報交換しなが

ら、学校給食による食物アレルギー事故の発生防止の取り組みを強化します。 

また、給食残滓(ざんし)について、その状況と原因を把握することにより、児童・生徒への啓発

など、学校給食における食品ロス*17 削減に取り組みます。 

老朽化による学校給食センターの建て替えに向け、今後の児童・生徒数の将来推計等を踏まえな

がら、より効果的でおいしい学校給食の提供を目指した施設の調整・調査・検討を行います。 

 

（４） 体力向上に向けた取り組みの推進・充実 

 

大学や企業との連携など多摩市ならではのスポーツに関する環境を生かしながら、児童・生徒の

運動への意欲を高め、体力や運動能力の向上を図ります。 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会後のレガシーを見据え、体育学習を中心に

「する・観る・支える・知る」のスポーツとの多様な関わり方や、体験的な活動を通して、スポー

ツ志向を高めることができるよう、指導の充実を図ります。 

 

（５） 持続可能な部活動の環境整備 

  

国が定めるガイドラインや都が策定した方針に基づき、部活動時間の見直しや休養日の設定、ま

た、「外部指導員」の活用の推進など適切な運営のための体制を整備し、持続可能な部活動の運営を

目指した効率的・効果的な取り組みを推進します。 

 

（６） 子どもの体づくりのための家庭教育の啓発 

 

子どもたちの健やかな体を育むことができるよう、学校給食センターからの「給食だより」によ

る情報発信、教育委員会による事業、講座の実施により、家庭に対する食育について啓発します。   

また、「早寝早起き朝ごはん」など子どもたちにとって望ましい生活習慣づくりについて、広報紙
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やホームページを通じて情報発信を行うとともに、教育委員会とＰＴＡとの懇談などにより、情報

を共有し家庭への支援をしていきます。 

 

（７） 子どもの育成に資する地域活動の支援 

 

スポーツ活動などを通して、子どもの健やかな身体づくりを担っている地域の団体に対し、学校

開放など活動場所の提供などを行い、子どもたちの健やかな体を育成するための支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*17 食品ロス…本来食べられるのに捨てられている食品廃棄物。 

大学生による出前授業での投げ

方教室を実施 
パラリンピック競技であるボッ

チャ 
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コラム 

オリンピック・パラリンピック教育の取り組み ～東京 2020 大会をレガシーとして残すために～ 

 

１ オリンピック・パラリンピック教育とは？ 

 オリンピック・パラリンピック教育は、「東京都オリンピック・パラリンピック教育」実施方針

（東京都教育委員会）に基づき、都内全ての公立幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校で

実施されています。 

各学校は、本教育に係る学習活動を進めていくに当たり、以下の基本的な視点を基に、４つのテ

ーマと４つのアクションを組み合わせた取り組みを通して、子どもたちに５つの資質を育成しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市内小・中学校の取り組み 

 市内の学校では、オリンピック・パラリンピック教育を通じて育成

する５つの資質の中から重点を設定し、取り組みを進めています。 

「障がい者理解」を重点に設定した学校の取り組み例 

東京都立多摩桜の丘学園の児童・生徒と、パラリンピック種目の

ボッチャやマラソン大会を通じた交流などを行い、共生社会の実現

に向けて、障がい者理解を深める教育に取り組んでいます。 

「豊かな国際感覚」を重点にした学校の取り組み例 

近隣の大学と連携して、英語による留学生との交流会を実施した

りホンジュラス大使を招いての国際交流をしたりしながら、子ども

たちに豊かな国際感覚を醸成しています。 

 

 

３ オリンピック・パラリンピック教育の集大成へ～2020 年の取り組みとその後～ 

東京 2020 大会の開催年である令和２年（2020 年）は、オリンピック・パラリンピック教育におい

て、子どもたちが実際に競技を観戦・応援するなど、体験や活動を通じた学びを重視します。具体

的には、市内 11.8 ㎞を駆け抜ける「自転車競技ロードレース」を子どもたちが間近で楽しめるよ

う、コース沿道での観戦を実施します。この観戦を通して、子どもたちは応援により選手を支え、

競技の盛況の一端を担います。また、こうした競技観戦のほかに、中学生の大会運営ボランティア

への参加や、ホストタウンとなるアイスランド共和国との交流など、「観る」、「する（体験・交

流）」、「支える」の３つアクションを中心に本教育の集大成となる学習活動を進め、全ての子どもの

心と体にかけがえのないレガシー（残るもの、受け継がれるもの）を育むことを目指します。 

基本的な視点 
１ 全ての子供が東京 2020 大会に関わること 

２ 体験や活動を通じて学ぶことを重視すること 

３ 計画的・継続的に教育を展開すること 

 
４つのテーマ        ４つのアクション 

 オリンピッ
ク・パラリ
ンピックの 

精神 

 

スポーツ 

文化 環境 

学ぶ 

（知る） 

する 

（体験･交流） 

観る 

支える 

５つの資質 
１ ボランティアマインド 
２ 障がい者理解 
３ スポーツ志向 
４ 日本人としての自覚と誇り 
５ 豊かな国際感覚 

ボッチャを通じた交流 

留学生との交流 
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４ 児童・生徒の学びを支える環境づくり 
 

 

 

子どもたちが基本的な生活習慣等を身に付け、家族の愛情に包まれて心の居場所を見出す場が家

庭です。また、持続可能な社会の創り手として必要な能力や態度を習得する場が学校です。さらに、

多様な人間関係や社会の中での習慣や規範を学び、職業体験や社会貢献を通じて自己実現を図る場

が地域（社会）です。これら学校・家庭・地域が豊かな個性を尊重し、どのような子どもに育てた

いか、共通の目標をもち、その実現に向けて、それぞれの立場における役割から相互に連携・協働

することにより、教育の充実・向上が可能となります。 

また、学校・家庭・地域の三者が連携して子どもたちの「生きる力」を効果的に育む上では、そ

れぞれの子どもが、学校・家庭・地域からの教育を着実に得られる環境であることが必要です。家

庭の経済状況、国籍などに関わらず全ての子どもたちが等しく学習できる機会をつくること、また、

どの子どもに対してもできる限りの不安を取り除いて学習に取り組める状況をつくること、このよ

うな安心して学べる環境づくりが、「生きる力」を育む前提として求められます。 

 

取り組みの指標 

～子どもたちの地域への愛着の醸成～ 

 

子どもたちが、地域の方が関わる学習や体験活動、放課後の補習の取り組み、登下校の見守りな

どで、地域に育まれていることを実感し、地域行事に参加する割合を増加させます。 

今住んでいる地域の行事に参加していますかに「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と回

答している割合 

 Ｈ２９ Ｈ３０ 目標値 

小学校６年 54.7％ 60.7％ ⇒ 100％に 

近づける 中学校３年 40.8％ 49.8％ ⇒ 

（文部科学省 全国学力・学習状況調査の多摩市結果より） 

 

 

（１） コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動の導入による地域とともにある 

学校運営の推進 

 

地域に開かれ、地域とともにある学校運営を実現するために小・中学校全校に段階的にコミュニ

ティ・スクール*18（学校運営協議会を設置した学校）及び地域学校協働活動本部*19 を導入します。

この仕組みの導入により、家庭・地域と学校が育みたい児童・生徒像を共有して、その実現に向け

た教育活動を持続的に推進していきます。 

また、学校運営協議会における学校運営の基本方針の承認や学校評価等を通して、学校と家庭・

地域が互いを知り、連携・協働の体制づくりを推進します。 

 さらに、これまで取り組んできた学校の教育を地域の人材や企業、大学などが連携し支援するこ
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とで、子どもたちに多様な教育の機会を提供するための取り組みとして行ってきた教育連携支援事

業（学校支援地域本部）を地域学校協働活動に発展させ、地域と学校が連携・協働し、地域社会全

体の教育力の向上を図り、地域の活性化と子どもたちが安心して暮らせる環境づくりを推進します。 

 これらの取り組みを推進するにあたり、学校から学校運営協議会で協議した内容や地域学校協働

本部の活動について、「学校だより」や学校のホームページなどを活用した積極的な情報発信を図

ります。 

 教育委員会では地域と学校との協働を拡げるため、各校での取り組みを広報紙やホームページ、

マスメディアなど様々な媒体を活用しながら地域社会へ発信します。 

 

（２） 学校を支援する人材の発掘と育成 

 

地域には、ＮＰＯなどの団体、商店、事業所、企業、大学等、様々な分野において専門性をもっ

た人々が活躍しており、豊かな個性を尊重し、地域と学校で育みたい子ども像の育成に向けては、

学校との協働を図りその能力を学校教育に生かしていくことが大切です。 

そのため、各学校の地域学校協働活動推進員（教育連携コーディネーター）が、学校の要望を踏

まえた地域の人材を発掘し、地域学校協働活動本部と協働して児童・生徒に対して多様な教育活動

が持続的に行われる環境を整備します。 

また、ＥＳＤを推進するため、現在ある小・中学校や地域、団体、企業、大学、教育委員会の連

携体制を生かし、それぞれの立場からの一層の学校支援を得られるよう、働きかけを強化します。 

さらに、公民館や図書館と、学校との連携を強化し、児童・生徒の学習成果の発表の場を充実し

ます。これらにより、教育に参画する市民の意識の醸成を図ります。 

 

（３） 教育委員会からの積極的な情報発信と意見交換の場づくり 

 

教育委員会では、広報紙やホームページなどを通じて、教育活動や教育委員会の取り組みに関す

る情報を積極的に発信します。 

また、教育委員による教育訪問の際や教育委員会とＰＴＡ連合体による意見交換などを通じて、

教育委員会の取り組みや児童・生徒に対する教育などについて保護者の理解、関心を高めるととも

に、教育委員会や学校と保護者との信頼関係を深めていきます。 

 

（４） 教育相談の充実 

 

 教育センターにおいて児童・生徒の情緒的、心理的な問題を的確に把握したうえで教育相談をす

すめ、子育て総合センターや発達支援室等関係機関と連携しながら、相談内容の解決、改善に努め

ます。 
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（５） 地域における安全・安心な環境づくり 

 

保護者と学校、地域が連携することにより、子どもが安心して学校生活や地域生活を送ることが

できる環境づくりを進めます。通学時の子どもが事故や犯罪に遭うことのないよう、通学の安全を

保護者や地域が見守る体制づくりを支援します。 

 

（６） 家庭の状況を踏まえた経済的な支援 

 

学用品、修学旅行・移動教室・集団宿泊に要する費用、学校給食費など、就学に伴う費用の支援

を行うことで、家庭の経済的な状況に関わらず、児童・生徒が安心して学校生活を送り、学習がで

きるようにします。 

 

（７） 児童・生徒一人ひとりの状況に応じた支援の充実 

 

児童・生徒一人ひとりの生活、学習上の困難を改善、克服し、その力を高めるため、それぞれの

教育的ニーズを把握しながら個々に応じた必要な支援と、一人ひとりを大切にした適切な指導を行

い、児童・生徒の生きる力を育成します。 

そのために、特別支援教育の推進を担う教職員に対して、学習指導、生活指導、進路指導等学校

が抱える教育課題を踏まえた研修等を実施し、より一層特別支援教育の取り組みが組織的に行える

ようにします。 

さらに、学校の要請等に応じ、医療や療育・心理の専門家とともに児童・生徒の発達特性に応じ

た支援方法や配慮事項等を協議できる場を設けるなど、学校の取り組みを支援します。 

また、切れ目のない支援の充実に向け、引き続き就学相談や転学相談などの各種相談事業におけ

る保護者等との面談を丁寧に行うとともに、発達支援室や幼稚園・保育所・学童クラブ・小学校等

との顔の見える関係を通して、関係機関と積極的に連携し、就学前後及び義務教育終了後において

も個々の状況に応じた支援が引き継げる持続的な仕組みの構築を図ります。 

取り組みの推進にあたり、令和２年度内に次期多摩市特別支援教育推進計画を策定し、学校・保

護者・関係機関への周知を行います。 

外国語を母語とする児童・生徒への適応指導やその保護者への支援、または、生活上の福祉的支

援が必要な児童・生徒に対する福祉との連携による対応を行うことにより、一人ひとりが安心して

学校生活を送り、学習できるようにします。 

 

（８） ＩＣＴ活用のための環境整備 

 

これまで整備してきた教育用ＩＣＴ*20 機器を授業で効果的に活用する支援を充実します。 

また、教職員が利用する校務支援システムに関して、情報セキュリティを担保しながらの運用を

図ります。 

機器の更新時には国や都の動向を注視しつつ、ＩＣＴ機器に関する技術革新等を勘案しながら検
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討します。 

 

（９） 学校施設・設備の安全・安心な環境づくり 

 

学校施設では、市が定める「第二次多摩市ストックマネジメント*21 計画」に基づき、計画的な学

校の改修工事を実施し、安全で良好な学習環境を整備します。 

また、気候の変動などによる教育環境の大幅な変化への対応を検討します。 

 

（１０） 児童・生徒への適切な学習環境の整備 

 

児童・生徒が適切な環境で学習できるような学級人数を実現するため国や東京都の施策に基づい

た小学校第１学年等の学級編制を行い、小１問題、中１ギャップへの対応を進めます。    

併せて、児童・生徒数が減少傾向にある地域等について、今後の推計も踏まえながら、適切な学

級数、児童・生徒が安全に通学できるような通学区域の維持のための検討を進めます。 

 

（１１） 学校における働き方改革の推進 

 

 新学習指導要領（平成２９年度告示）の確実な実施など、学校教育の変革が求められる中、教員

の長時間労働の実態は看過できない状況です。そのため、学校における働き方改革推進プランを策

定し、教員の意識改革や業務の見直し、人的支援などによる教員の長時間労働の改善に取り組み、

子どもたちへの効果的な教育活動につなげていきます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*18 コミュニティ・スクール：学校運営協議会を設置している学校のこと。学校と家庭・地域が一緒に子
どもたちの成長を支え、地域に開かれ、地域とともにある学校づくりを持続的に推進していくことを
目的としている。 

*19 地域学校協働活動本部：地域学校協働活動推進員が主体となり、地域住民、団体等による緩やかなネ
ットワークを構築し、学校の支援活動を実践するとともに気づきの共有、活動の改善・充実に向けた
意見交換を実施する。 

*20ＩＣＴ：Information and Communication Technology の略でコンピューターやインターネットな
どの情報通信技術のこと。 

*21 ストックマネジメント：既存施設を効率的・効果的に活用するための体系的な手法のこと。 

建替えにより新しくなった多摩第二小学校 地域の方による通学時の子どもたちの見

守り活動 
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コラム 

「学校と地域の連携・協働」 

教育委員会では、子どもたちの生きる力を育むにあたり、学校のみならず家庭や地域が力を合わせ

て子どもたちの学びを支えることが大切だと考えています。それを実現する仕組みとして、平成２３

年度から学校が要望する教育活動に対して、地域が支援する教育連携支援事業を開始しました。学校

と地域の窓口となる教育連携コーディネーターを各校に配置し、ボランティアの協力を得て、児童・

生徒の多様な学びを支援するものです。 
 教育連携コーディネーターが地域の方や専門家を学校の教育活動に結びつけ、森や川、畑の学習や

国際交流の授業、学校の花壇や菜園の環境整備などを進め、児童・生徒の体験や交流につながり、ESD
が充実してきています。また、平成３０年度からは基礎学力の定着や学習習慣の確立を目的に、全小

中学校で授業時間以外での地域の方による補習の取り組み（地域未来塾）を開始し、活動の幅が広が

っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 小中学校で順次教育連携コーディネーターの配置を進め、平成３０年度に全校へ配置することがで

きました。これを基盤としながら、次のステップとして学校と地域が協働する地域学校協働活動への

移行を令和元年度から段階的に開始しました。豊かな個性を尊重しながら、学校と地域が育みたい子

ども像を共有し、その実現に向けて協働し、具体的に取り組む持続的な仕組みを構築するものです。

これにより、子どもが通いたい学校、子どもを通わせたい学校、地域に信頼される学校づくりをして

いきます。 

 

 

 

▲国際交流の授業（留学生との交流） 

▲地域未来塾 ▲伝統文化の体験（茶道） 

▲川の学習 
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５ 「社会教育」と「家庭教育支援」の充実 
 

 

 

生涯を通じて心身ともに健康で、生きがいのある人生を送り、自己の充実や生活の向上のために

必要な知識・技能を習得し、知的・人的ネットワークの構築や健康の保持・増進のための多様な学

びや交流の機会は大変重要です。 

また、人口減少や少子高齢化、家族形態の多様化が進むなど、社会を取り巻く環境が急激に変化

する中、市民が自らの地域や生活の課題に気付き、お互いに学び合う中で解決につなげていく営み

が展開されることが期待されます。そして、家庭は子どもが望ましい生活習慣を身に付け、人間性

を培い、心身ともに健やかに成長するための大切な場所です。 

多摩市教育委員会では、「社会教育」と「家庭教育支援」の充実により、大人が学び続けること

による「２０５０年の大人づくり」につなげていきます。 

 

取り組みの指標 

 

自らが学び考え、より地域のことに関心を持って生活の中の課題を見い出し、解決に導くきっか

けとするための講座事業を継続していきます。 

地域活動につながる人材の発掘・養成に向けた講座事業数・受講者数 

 Ｈ２９ Ｈ３０ 目標値 

講座事業数 ３事業 ３事業 ３事業 

受講者数 491 人 524 人 500 人 

（多摩市文化・市民協働課、公民館調べ） 

 

豊富な資料、情報を揃えた中央図書館の整備をはじめ、多様な学びを支援するため、図書館サー

ビスの充実を図り、利用の促進を目指します。 

図書館利用者カード登録者数 

 Ｈ２９ Ｈ３０ 目標値 

登録者数 78,968 人 89,893 人 91,000 人 

（多摩市の図書館（図書館事業報告書）より） 

 

（１） 社会教育の振興 

 

社会教育施設において、学習機会、活動場所、学習成果の発表の場の提供など、市民の学習活動

を支援することで、学習活動の活性化や地域の相互交流を促し、生涯学習の振興を図ります。 

また、公民館や図書館などの社会教育施設で行われる講座やイベント情報などの学習情報を効果

的に発信します。 

 

（２） 家庭教育や子どもの理解に関する学習機会の充実 

 



 第二次多摩市教育振興プラン 

- 35 - 
 

多様化する家庭環境に対して、地域全体で家庭教育を支えることが求められています。子育ての

中で保護者が孤立することのないよう、家庭教育に関する講座を実施し、知識を得るとともに仲間

づくりができるような場を提供します。また、保護者と学校等が連携して企画実施する家庭教育に

関する講座の開催を支援します。公民館や子育て関係機関等が連携し、課題を共有しながら地域で

子どもの理解を図る学習機会を設け、地域の教育力の向上を図ります。 

絵本の読み聞かせなど親子が一緒に体験できる講座を実施し、豊かな心を育みます。 

さらに、児童・生徒の望ましい生活習慣づくりへの支援のほか、家庭における学習習慣の確立や

家庭教育の支援などについて、広報紙やホームページで情報発信するなど継続的な支援を行います。 

 

（３） 誰もが学べる学習環境の整備・充実 

 

 学校教育との連携と市民の「ふるさと多摩」意識の醸成の拠点となる（仮称）文化財郷土資料室

を旧北貝取小学校跡地に整備するとともに、豊富な資料・情報を揃え、知の地域創造の中核を担う

中央図書館を多摩中央公園内に整備し、誰もが学べる学習環境の充実を図ります。 

 

（４） 文化・歴史学習の充実 

  

多様な文化や芸術にふれることにより、豊かな情操を養うとともに教養の向上を図ります。 

文化財資料や郷土資料を活用するとともに、各種の講座・事業を通じて、次代を担う子どもたち

をはじめ、広く市民が伝統文化や郷土の歴史に触れるなど学ぶ機会を充実させ、地域への関心、愛

着をもつことを目指します。 

 

（５） 地域活動の支援 

  

生涯を通して自ら学び、社会参画できる機会の充実を図るとともに、地域コミュニティの維持・

活性化など、新たなまちづくりにつながるよう、社会的課題や地域課題などを啓発する講座・事業

等を実施し、地域の教育力の強化を図ります。 

 特に公民館においては、コミュニティセンター、地域福祉推進委員会や児童館等の施設との連携

事業を拡充し、地域の多様な担い手による地域の支え合い活動を支援していきます。  

また、地域活動の拠点の一つとして、学校教育に支障のない範囲で学校施設の開放を進め、スポ

ーツ活動やその他多種多様な活動を行っている地域団体を支援します。 

 

  

家庭教育講座の実施の様子 縄文土器、石器等の発掘資料を使った

文化財の出前展示・出前授業 
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